
愛知県への指定申請について

－特定労務管理対象機関（B・連携B・C-1・C-2水準）の

指定に係る手続きの流れ－

愛知県保健医療局健康医務部

医務課地域医療支援室医師確保推進グループ
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手続きの流れ
2022.8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2023.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

C-2水準関連
審査受審

審査結果受領

地域医療
対策協議

会

B
連携B
C-1
C-2

C-1のみ
（臨床研修）

C-1のみ
（専門研修）

・勤務医
の労働実
態把握
・タスク
シフト/
シェアの
推進の取
組　など

医療機関

C-2のみ

評価センター

A

愛知県

医療審議
会

厚生労働大臣（審査組織）の確認

2024年度
以降の時
短計画案
の作成

2024年度以降

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

医師の時間外労働の
上限規制の適用開始

医療審議会

県の取組
・医療法第２５条に規定する
立入検査において追加的健康
確保措置の実施状況確認
・指定更新（３年ごと）
・時短計画の確認
・勤務環境改善の必要な支援

指定医療機関の取組
・追加的健康確保措置の実施
・時短計画の見直し・提出
（年１回）
・評価センター受審・指定更
新（３年に１回）

※なお、指定更新をしない場
合は３年で指定の効力を失
う。

地域医療対
策協議会

医療審議会

指定結果
通知

指定公示
評価公表

時短計画
の策定

３６協定
の締結

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
対策協議

会

医療審議
会

医療審議
会意見聴

取

地域医療対
策協議会

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

受付開始
（予定）

会議スケジュール
（予定）

学会申請
専門医機
構の承認

評価セン
ター評価

受審

評価結果受領
指定申請受付

評価結果受領
↓

指定申請提出

4ヶ月程度 評価結果
通知

地域医療
構想推進
委員会

１ヶ月程度

受付開始は2023年1月予定
2024年2月～3月開催予定の

医療審議会まで随時受付

医療審議会1ヶ月～2ヶ月前までに県へ提出

(国が公益社団法人日本医師会に指定）

当データについては、下記リンクの資料５－１を
ご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-
keikaku/iryotaiseibukai04-2.html
（2022年度第２回愛知県医療審議会医療体制部会）
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医療機関で行うこと
2022.8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2023.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

C-2水準関連
審査受審

審査結果受領

地域医療
対策協議

会

B
連携B
C-1
C-2

C-1のみ
（臨床研修）

C-1のみ
（専門研修）

・勤務医
の労働実
態把握
・タスク
シフト/
シェアの
推進の取
組　など

医療機関

C-2のみ

評価センター

A

愛知県

医療審議
会

厚生労働大臣（審査組織）の確認

2024年度
以降の時
短計画案
の作成

2024年度以降

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

医師の時間外労働の
上限規制の適用開始

医療審議会

県の取組
・医療法第２５条に規定する
立入検査において追加的健康
確保措置の実施状況確認
・指定更新（３年ごと）
・時短計画の確認
・勤務環境改善の必要な支援

指定医療機関の取組
・追加的健康確保措置の実施
・時短計画の見直し・提出
（年１回）
・評価センター受審・指定更
新（３年に１回）

※なお、指定更新をしない場
合は３年で指定の効力を失
う。

地域医療対
策協議会

医療審議会

指定結果
通知

指定公示
評価公表

時短計画
の策定

３６協定
の締結

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
対策協議

会

医療審議
会

医療審議
会意見聴

取

地域医療対
策協議会

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

受付開始
（予定）

会議スケジュール
（予定）

学会申請
専門医機
構の承認

評価セン
ター評価

受審

評価結果受領
指定申請受付

評価結果受領
↓

指定申請提出

4ヶ月程度 評価結果
通知

地域医療
構想推進
委員会

１ヶ月程度

受付開始は2023年1月予定
2024年2月～3月開催予定の

医療審議会まで随時受付

医療審議会1ヶ月～2ヶ月前までに県へ提出

(国が公益社団法人日本医師会に指定）
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Ｂ・連携Ｂ・Ｃ-１・Ｃ-２水準の指定をする医療機関で行うこと

共通

①令和６年度以降の時短計画案の作成

②評価センターの評価を受審（１０月３１日より評価受審受付開始）

※評価センター受審時には指定を受ける水準を明らかにしてください。

必要書類を受理してから４ヶ月～半年程度の評価期間となりますの

で、遅くても令和５年８月頃までには受審をお願いします。

③評価センターの評価結果受領後、県へ指定申請

※指定申請から指定結果の通知まで長期となる場合があります。

申請のタイミングと医療審議会の時期によって、期間は変わります。

④指定結果の受領後、時短計画の策定

⑤３６協定の締結、労基署への届出（令和６年度までに）
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Ｃ-１水準の指定をする医療機関で追加で行うこと

◆臨床研修

令和５年度募集プログラム/カリキュラム内へ時間外・休日労働の想定
最大時間数、当直・日直回数、時間外・休日労働の前年度実績数を明
示し、令和５年４月３０日を締め切りとする年次報告（予定）にて県
へ提出。

◆専門研修

令和５年度募集プログラム/カリキュラム内へ時間外・休日労働の想定
最大時間数、当直・日直回数、時間外・休日労働の前年度実績数を明
示し、学会審査、専門医機構審査を経て、認定される。

◇評価センター受審時に年次報告が済んでいる、専門研修が認定され
ている必要はございませんが、県への指定申請時には必要です。 5



（補足）臨床研修・専門研修プログラムの基幹施設で行うこと

◇臨床研修・専門研修プログラム/カリキュラム内への時間外・休日労
働時間数の明示については、Ｃ-１水準の指定を受けないプログラムで
も明記する必要があります。

◇プログラムへの明示については、研修医・専攻医の所属先に限らず、
プログラムの基幹施設が、各協力病院や各連携施設をとりまとめて報
告してください。
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Ｃ-２水準の指定をする医療機関で追加で行うこと

①技能研修計画（個人ごと）、医療機関申請書（分野ごと）を作成

②審査受審（厚生労働大臣（審査組織）の確認）

※詳細は「医師の働き方改革－Ｃ２審査・申請ナビー」のホームペー

ジをご確認ください。審査申込は電子申請。分野毎に申請が必要。

令和４年度の申請期間：１０月３１日から１２月１９日まで

③審査結果の受領

◇評価センター受審時に厚生労働大臣（審査組織）の確認まで得てい
る必要はございませんが、県への指定申請時には必要です。

◇Ｃ-２水準の指定申請について、申請時点でその分野におけるＣ-２
水準適用該当医師がいない場合でも申請が可能です。ただし、令和６
年度以降にその該当医師が存在するようになった時点で、当該医師の
技能研修計画を県へ届け出てください。 7



Ｃ-２水準関連審査オンライン説明会（参加費無料、申込不要）

【開催日】

１１月２４日（木）、２９日（火）、３０日（水）、１２月１日（木）

【開催時間】※各日共通

医療機関向け：１０時～１１時

医師向け：１７時３０分～１８時３０分

【Zoom URL】※各回共通

・https://us02web.zoom.us/j/84838369572

・ミーティングID: 848 3836 9572

・パスコード: 2KqMU9

【説明会プログラム】

・審査の概要説明（技能研修計画や医療機関申請書の申請方法など）

・厚労省担当者による質疑 8



愛知県で行うこと

2022.8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2023.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

C-2水準関連
審査受審

審査結果受領

地域医療
対策協議

会

B
連携B
C-1
C-2

C-1のみ
（臨床研修）

C-1のみ
（専門研修）

・勤務医
の労働実
態把握
・タスク
シフト/
シェアの
推進の取
組　など

医療機関

C-2のみ

評価センター

A

愛知県

医療審議
会

厚生労働大臣（審査組織）の確認

2024年度
以降の時
短計画案
の作成

2024年度以降

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

医師の時間外労働の
上限規制の適用開始

医療審議会

県の取組
・医療法第２５条に規定する
立入検査において追加的健康
確保措置の実施状況確認
・指定更新（３年ごと）
・時短計画の確認
・勤務環境改善の必要な支援

指定医療機関の取組
・追加的健康確保措置の実施
・時短計画の見直し・提出
（年１回）
・評価センター受審・指定更
新（３年に１回）

※なお、指定更新をしない場
合は３年で指定の効力を失
う。

地域医療対
策協議会

医療審議会

指定結果
通知

指定公示
評価公表

時短計画
の策定

３６協定
の締結

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
構想推進
委員会

地域医療
対策協議

会

医療審議
会

医療審議
会意見聴

取

地域医療対
策協議会

2023年度募集プログラム/カリキュラム
内へ時間外労働時間数明示

受付開始
（予定）

会議スケジュール
（予定）

学会申請
専門医機
構の承認

評価セン
ター評価

受審

評価結果受領
指定申請受付

評価結果受領
↓

指定申請提出

4ヶ月程度 評価結果
通知

地域医療
構想推進
委員会

１ヶ月程度

受付開始は2023年1月予定
2024年2月～3月開催予定の

医療審議会まで随時受付

医療審議会1ヶ月～2ヶ月前までに県へ提出

(国が公益社団法人日本医師会に指定）
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愛知県で行うこと

①評価センターから評価結果を受領

②医療機関からの指定申請の受付（詳細は後日お知らせします。）

※受付開始：令和５年１月頃予定

申請方法：G-MIS（医療機関等情報支援システム）の電子申請 等

③医療審議会で意見聴取

※医療審議会の他にも地域医療対策協議会等の関係会議で協議します。

④医療機関へ指定結果の通知

⑤指定の公示・評価結果の公表

◇③～⑤は1ヶ月程度を予定しています。

◇表の会議スケジュールは例年の開催時期をお示ししております。
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令和６年度以降に行うこと

2022.8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2023.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

C-2水準関連
審査受審

審査結果受領

地域医療
対策協議

会

B
連携B
C-1
C-2

C-1のみ
（臨床研修）

C-1のみ
（専門研修）

・勤務医
の労働実
態把握
・タスク
シフト/
シェアの
推進の取
組　など

医療機関
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厚生労働大臣（審査組織）の確認
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の作成

2024年度以降
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内へ時間外労働時間数明示

医師の時間外労働の
上限規制の適用開始

医療審議会

県の取組
・医療法第２５条に規定する
立入検査において追加的健康
確保措置の実施状況確認
・指定更新（３年ごと）
・時短計画の確認
・勤務環境改善の必要な支援

指定医療機関の取組
・追加的健康確保措置の実施
・時短計画の見直し・提出
（年１回）
・評価センター受審・指定更
新（３年に１回）

※なお、指定更新をしない場
合は３年で指定の効力を失
う。
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評価結果受領
↓

指定申請提出

4ヶ月程度 評価結果
通知

地域医療
構想推進
委員会

１ヶ月程度

受付開始は2023年1月予定
2024年2月～3月開催予定の

医療審議会まで随時受付

医療審議会1ヶ月～2ヶ月前までに県へ提出

(国が公益社団法人日本医師会に指定）
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令和６年度以降に行うこと

◆指定医療機関の取組

・追加的健康確保措置の履行

・時短計画の見直し、県への提出（年１回）

・評価センター受審、指定更新（３年に１回）

※指定更新をしない場合は、３年で指定の効力を失います。

◆県の取組

・医療法第25条に規定する立入検査にて追加的健康確保措置の

実施状況確認

・時短計画の確認、必要な勤務環境改善の支援の実施

・指定更新（３年ごと）
12



令和６年度以降に行うこと（指定の取消について）

◇指定の取消を行う場合は、指定時と同じく、原則、医療審議会の意
見を聴きます。取消の通知がされるまでは、特例水準の追加的健康確
保措置の履行は義務となります。

◇ただし、３年後に指定の更新をしない場合は、医療審議会の意見聴
取なく、そのまま指定の取消となります。

◇令和５年度末までに指定通知を受けた場合に取消を希望される場合
でも、令和６年度以降に取消の手続きを行います。指定申請に当たっ
ては必要な水準を十分にご検討ください。

13

取消内容 医療審議会の意見聴取

（１）指定の取消を希望される場合(勤務環境改善など) 〇

（２）追加的健康確保措置が未実施の場合 〇

（３）指定の更新をしない場合 ×



（補足）時短計画について

◇時短計画について、指定の有無に限らず、令和６年４月１日の前日
までの間に年間の時間外・休日労働時間が９６０時間を超える医師が
いる医療機関は、令和５年度末までの時短計画の作成に努めることと
されています（努力義務）。

◇時短計画は、G-MISを利用して作成することができる予定です。電子
媒体でのダウンロードも可能です。ご利用については、令和５年１月
頃を予定しています。
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